
寒くても換気をしよう！保体委員会が中心となって、窓開けを行っています。 
 

 

 

 

 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」 
 

 

 

1 月 6 日に三股中から送信された安心安全メールの内容です。↓ 

１ お子様本人が、新型コロナウィルス感染が判明した場合、起算日の翌日から７日間の療養となり、「出席停止」となります。 

２ お子様が、濃厚接触者と判断される場合、感染者との最終接触の翌日から５日間が自宅待機となり、「出席停止」となります。 

ただし、２日目及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で「陰性」を確認した場合には、３日目から自宅待機を解除とします。 

３ お子様本人が、「かぜ」、「発熱」、「咳」、「鼻水」、「喉が痛い」という風邪の症状があった場合、「出席停止」となります。 

４ 同居する家族が、濃厚接触者に特定された場合及び発熱等の風邪の症状がみられる場合、その症状が快復するまでは、「出席停止」となります。 

５ お子様本人が、インフルエンザ感染が判明した場合は、「出席停止」となりますが、同居する家族に関しては出席停止ではありません。 

 しかし、新型コロナウィルス感染かインフルエンザ感染かが判明していない場合は、「出席停止」となります。 

 

※ 今後も出席停止の基準が変更になった場合は、安心安全メールにてお知らせいたします。 

新しい 1年が始まりましたね。今年の十二支はウサギです。新たな目標に向かって 

ウサギのように飛び跳ねて「飛躍」の 1年にしていきましょう。 

昨年末から、新型コロナウイルス感染症に加えて、インフルエンザも流行の兆しを見せています。マス

ク、手洗い、換気などこれまで以上に予防に努めていきましょう。 

なお、インフルエンザの出席停止期間については、これまで通りです。下記の表で確認をお願いします。 

 

２０２３．１．１１ 

三股中学校保健室 

インフルエンザの出席停止期間について 

新型コロナウイルス感染症の出席停止について 
 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト 

QR コード 

発熱等の症状がある方 

の相談・受診について、 

どのようにすればよいか 

相談窓口など、詳しく掲 

載されている県のサイト 

です。 

 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/covid-19/index.html

